
いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえいいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

（※ 1）

（※ 1、※ 2）

（※ 1、※ 2）

いいえ

はい

はい

はい

はいはい

はい

はい

はい はい

はい

はい

はい

はい

申
告
書
の
提
出

　
提
出
の
際
に
、
本
人
確
認
と
し
て
、
身

元
確
認
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
番
号
確
認
を

行
い
ま
す
。
運
転
免
許
証
な
ど
の
身
元
確

認
書
類
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の

番
号
確
認
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
郵

送
で
提
出
す
る
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
し

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間　
２
月
16
日
～
３
月
16
日
の
平
日

時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

場
所　
▼
市
役
所
2
階
市
民
税
課
▼
市
民

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
書
類
の
受
取
の
み

で
、
内
容
確
認
は
行
い
ま
せ
ん
。
期
限
後

は
、
市
民
税
課
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
）

郵
送
に
よ
る
提
出

　
申
告
書
に「
住
所
、
氏
名
、
ふ
り
が
な
、

生
年
月
日
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、電
話
番
号
、

必
要
事
項（
所
得
や
控
除
な
ど
）」
の
記
入

漏
れ
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
次
の
書
類

を
添
付
し
て
〒
５
０
４
ー
８
５
５
５
那
加

桜
町
１
の
69
、各
務
原
市
役
所 

市
民
税
課 

市
民
税
第
一
係
へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

添
付
書
類
　
▼
源
泉
徴
収
票
・
控
除
証
明

書
な
ど
▼
身
元
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
・
旅
券
な
ど
）
の

写
し
▼
番
号
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）の

写
し

給
与
以
外
の
所
得
が
あ
る

医
療
費
控
除
な
ど
、
追
加

す
る
控
除
が
あ
る

医
療
費
控
除
な
ど
、
追
加
す
る
控

除
が
あ
る

年
金
収
入
が
４
０
０
万
円

を
超
え
て
い
る

各
務
原
市
で
の
申
告
は
不
要

各
務
原
市
で
の
申
告
は
不
要
で
す
。

令
和
８
年
１
月
１
日
に
居
住
し
て
い

た
自
治
体
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
告
書

　
申
告
書
は
、
市
民
税
課
、
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
窓
口
で
配
布
し
ま
す
（
市
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）。

前
年
に
市
・
県
民
税
の
申
告
を
行
っ
た
方

な
ど
は
、
１
月
下
旬
に
届
い
た
プ
レ
印
字

申
告
書
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
の
明
細
書
の
作
成
・
添
付

　
医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
場
合
、
医
療

費
控
除
の
明
細
書
を
作
成
し
、
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
領
収
書
は
自
宅
で
5

年
間
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

代
理
人
の
申
告

　
代
理
人
が
申
告
す
る
場
合
は
、
代
理
人

の
身
元
確
認
書
類
、
委
任
状
や
申
告
義
務

者
本
人
し
か
持
ち
得
な
い
書
類
（
本
人
の

運
転
免
許
証
や
資
格
確
認
書
の
原
本
、
市

民
税
課
が
送
付
し
た
プ
レ
印
字
申
告
書
な

ど
）、
申
告
義
務
者
本
人
の
番
号
確
認
書
類

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
方

申
告
が
必
要
か

こ
ち
ら
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い

令
和
７
年
中
に
ど
の
よ
う
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か

主
に
給
与

2/162/16
申告期間申告期間

3/163/16～～
市・県民税、市・県民税、
所得税の申告を所得税の申告を

※
１
＝
所
得
税
が
源
泉
徴

収
さ
れ
て
い
て
、
還
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合

※
２
＝
市
・
県
民
税
が
非

課
税
の
方

はいはい

いいえいいえ

給
与
収
入
が
２
０
０
０
万

円
を
超
え
て
い
る

所
得
金
額
（
収
入
ー
経
費
）

が
所
得
税
の
控
除
の
合
計
よ

り
大
き
い

各
務
原
市
に
住
む
親
族
の
税
法
上

の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る

年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る

勤
務
先
は
１
か
所
だ
け
で
年
末

調
整
を
し
た
（
複
数
あ
っ
て
も

合
算
し
て
年
末
調
整
を
し
た
）

令
和
８
年
１
月
１
日
の
住
所

は
各
務
原
市
だ
っ
た

ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

収
入
の
合
計
が
１
６
０

万
円
以
上
あ
る

給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以

上
あ
る

年
齢
・
年
金
収
入
が
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る

▽
65
歳
以
上：１
５
１・５
万
円
以
下

▽
65
歳
未
満：１
０
１・５
万
円
以
下

　申告が必要な方は、期間内に申告してください。期限間近は窓口が大変混雑します。早めの申告をお願い
します。
詳細　▷市・県民税の申告＝市民税課☎ 058-383-1114▷所得税の申告相談＝電話相談センター☎0570-0
0-5901（ナビダイヤル）

勤
務
先
か
ら
各
務
原
市
に
給
与
支
払
報
告
書

の
提
出
が
あ
る

主
に
農
業・営
業・

不
動
産

収
入
な
し
・
非
課
税
収
入
の
み
（
遺
族
年

金
・
障
害
者
年
金
・
失
業
給
付
金
な
ど
）

主
に

公
的
年
金

申
告
に
必
要
な
も
の
を

次
の
ペ
ー
ジ
で
確
認
し

て
ね
！

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す

（
詳
細
は
６
ペ
ー
ジ
）

市
・
県
民
税
申
告
が
必
要

市
・
県
民
税
申
告
が
必
要
で
す

（
詳
細
は
５
ペ
ー
ジ
）

確
定
申
告
、
市
・
県
民
税
申
告
は

不
要
不
要
で
す

年
金
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
上
あ
る
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ASAKEN Report

市長　浅野健司

　
岐
阜
各
務
野
高
等
学
校
と
各
務
原
商
工

会
議
所
青
年
部
の
連
携
協
定
に
よ
る
「
ビ

ジ
ネ
ス
グ
ラ
ン
プ
リ
２
０
２
５
」
が
12
月

11
日
に
開
催
さ
れ
、
私
も
審
査
員
の
一
人

と
し
て
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
の
事
業
は
、
商
工
会
議
所
青
年
部
の

会
員
企
業
が
抱
え
る
課
題
を
解
決
す
る
た

め
、
同
校
ビ
ジ
ネ
ス
科
の
生
徒
た
ち
が
８

つ
の
チ
ー
ム
に
分
か
れ
、
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ

ン
を
考
え
て
発
表
す
る
も
の
で
す
。
生
徒

た
ち
は
４
月
以
降
、
企
業
の
課
題
の
分
析

や
、
実
際
に
企
業
へ
訪
問
し
担
当
者
と
協

議
を
重
ね
て
プ
ラ
ン
を
練
り
上
げ
、
発
表

会
に
臨
み
ま
し
た
。
中
に
は
、
チ
ー
ム
で

考
案
し
た
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
た
事
業
を
実

施
し
、そ
の
成
果
ま
で
発
表
す
る
チ
ー
ム
も

あ
り
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
貴
重
な
経
験

に
な
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
生
徒
た
ち
の
考
え
た
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン

は
、
実
現
性
や
独
自
性
な
ど
５
つ
の
項
目

で
審
査
さ
れ
、
今
回
は
、
地
元
企
業
が
経

営
す
る
ド
ッ
グ
ラ
ン
の
赤
字
解
消
を
テ
ー

マ
に
取
り
組
ん
だ
チ
ー
ム
が
優
勝
し
ま
し

た
。

　
発
表
会
に
向
け
て
、生
徒
た
ち
は
、プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
に
つ
い
て
も
勉

強
し
、
自
分
た
ち
の
考
え
た
ビ
ジ
ネ
ス
プ

ラ
ン
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
で

き
て
い
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
評

価
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。

　
ど
の
チ
ー
ム
も
、
時
間
を
か
け
て
取
り

組
ん
だ
プ
ラ
ン
を
精
一
杯
発
表
し
て
く
れ

ま
し
た
。
と
て
も
緊
張
し
た
と
思
い
ま
す

が
、
大
変
頼
も
し
く
感
じ
ま
し
た
。

　
こ
の
事
業
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
が
ビ

ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
実
践
的
な
学
び
を
得
て

市
内
企
業
と
関
わ
る
機
会
を
持
つ
こ
と
で
、

将
来
の
夢
や
目
標
を
も
っ
て
成
長
す
る
き
っ

か
け
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。そ

し
て
、
若
者
た
ち
が
ふ
る
さ
と
各
務
原
で

就
職
し
、
い
つ
ま
で
も
各
務
原
に
住
み
続

け
た
い
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
市

と
し
て
も
引
き
続
き
事
業
に
協
力
を
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ビジネスビジネス
グランプリ 2025グランプリ 2025

毎
月
１
日
号
に
掲
載
し
ま
す

申
告
会
場
は
２
カ
所

　
令
和
7
年
分
の
所
得
税
と
復
興
特
別
所

得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
と
地
方
消

費
税
、
贈
与
税
の
確
定
申
告
会
場
を
開
設

し
ま
す
。会
場
で
の
申
告
は
、自
身
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す（
産
業

文
化
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
パ
ソ
コ
ン
で
も
申

告
可
。
た
だ
し
、
台
数
に
限
り
が
あ
り
ま

す
）。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、

事
前
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
を
イ
ン

ス
ト
ー
ル
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
署
名
用
電
子
証
明

書
の
暗
証
番
号
（
６
～
16
桁
）・
利
用
者

証
明
用
電
子
証
明
書
の
暗
証
番
号（
４
桁
）

も
必
要
で
す
。

　
会
場
へ
入
る
に
は
、予
約
ま
た
は「
入
場

整
理
券
」が
必
要
で
す
。電
話
に
よ
る
予
約

は
、
で
き
ま
せ
ん
。

【
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
会
場
】

期
間　
２
月
16
日
～
27
日
の
平
日　
午
前

９
時
～
午
後
３
時
30
分

場
所　
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
1
階
あ
す
か

ホ
ー
ル
（
那
加
桜
町
２
）

備
考　
▼
2
月
6
日
～
、予
約

専
用
フ
ォ
ー
ム
で
、入
場
時
間

枠
を
予
約
可
。入
場
時
に
、氏
名
を
確
認
し

所
得
税
の

確
定
申
告
が
必
要
な
方

便
利
な
サ
ー
ビ
ス

【
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
】

　
国
税
に
関
す
る
相
談
は
、「
電
話
相
談
セ

ン
タ
ー
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
国
税
局

の
職
員
が
お
答
え
し
ま
す
。

日
時　
平
日
、
3
月
１
日（
日
）　
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時

利
用
方
法　
下
記
番
号
に
電
話
し
て
、
自

動
音
声
案
内
に
従
い
、
該
当
番
号
を
選
択

相
談
電
話　
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
０
５

７
０（
０
０
）５
９
０
１（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

備
考　
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
「
税
務

相
談
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
」
で
、

Ａ
Ｉ
に
相
談
可

【
自
宅
で
で
き
る
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
申
告
】

　
e －

T
a
x
は
、
作
成
し
た
申
告
な
ど
の

デ
ー
タ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
送

信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
申
告
や
申
請
が
で

き
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
、
ど

こ
で
も
申
告
が
で
き
ま
す
。

　
書
き
方
や
計
算
方
法
が
分
か
ら
な
く
て

も
、画
面
の
案
内
に
沿
っ
て
入
力
す
れ
ば
、

所
得
税
の
申
告
書
や
、青
色
申
告
決
算
書
・

収
支
内
訳
書
の
ほ
か
、
消
費
税
の
申
告
書

の
作
成
と
送
信
が
で
き
ま
す
。
国
税
庁
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、
利
用
方

法
な
ど
を
動
画
で
案
内
し
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

ま
す
▼
当
日
会
場
で
、
予
約
数
を
除
い
た

残
数
の
入
場
券
を
配
付
。
配
付
は
午
前
8

時
を
予
定
。
状
況
に
よ
り
、
早
め
に
配
付

す
る
場
合
あ
り
▼
配
付
状
況
に
応
じ
て
、後

日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
▼
期
間
中
は
会
場
内
に
、「
税
理
士
に
よ

る
無
料
税
務
相
談
所
」
を
開
設
▼
土
地
・

建
物
な
ど
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
方
（
株
式

以
外
の
譲
渡
所
得
）は
、マ
ー
サ
21
会
場
に

お
越
し
く
だ
さ
い
（
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー

会
場
で
は
取
扱
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
）

【
マ
ー
サ
21
会
場
】

期
間　
２
月
16
日
～
３
月
16
日
の
平
日
、

3
月
1
日（
日
）

時
間　
午
前
９
時 

～
午
後
５
時

場
所　
「
マ
ー
サ
21
」
南
館
４
階
マ
ー
サ

ホ
ー
ル
（
岐
阜
市
正
木
中
１
の
２
の
１
）

備
考　
▼
入
場
に
は
「
入
場
整
理
券
」
が

必
要
▼
午
前
8
時
30
分
か
ら
当
日
分
の
入

場
整
理
券
を
配
付
▼
国
税
庁

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

で
予
約
可

番
号
確
認
と
身
元
確
認
が
必
要

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方

　
通
知
カ
ー
ド
な
ど
、
本
人
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類
1
点
と
、運
転
免

許
証
や
資
格
確
認
書
な
ど
、記
載
し
た
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
正
し
い
持
ち
主
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
身
元
確
認
書
類
1
点
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

▼
会
場
で
検
算
・
確
認
は
行
い
ま
せ
ん
▼

会
場
で
は
、
納
税
証
明
書
の
発
行
や
納
税

は
不
可
▼
２
月
16
日
～
3
月
16
日
は
、
岐

阜
南
税
務
署
で
の
申
告
書
作
成
指
導
は
行

い
ま
せ
ん（
作
成
済
申
告
書
の
提
出
は
可
）

▼
今
年
度
か
ら
市
役
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
で
、
確
定
申
告
書
を
預
か
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。提
出
は
、
申

告
会
場
設
置
の
提
出
箱
、
ま
た
は
郵
送
で

〒
４
６
０

－

８
５
２
７
名
古
屋
市
中
区
三

の
丸
３
の
２
の
４
、
名
古
屋
第
二
国
税
総

合
庁
舎 

名
古
屋
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー

▼令和 7 年中の収入金額（所得金額）や必要経費の
分かる書類（給与や公的年金などの源泉徴収票、配
当の支払通知書など） ▼各種控除に必要な領収書や
証明書など（下表参照） ▼▼昨年の申告書などの控え

市・県民税、所得税の申告に必要なもの

▼医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書 ▼健康保険や生命保険などから医療
費に対し補てんを受けている場合、金額の分かる書類など（健康保険によっては、高額療養費の申請時
に領収書が必要となります。先に高額療養費を申請してください） ▼セルフメディケーション税制での申
告の場合、特定一般用医薬品などの購入費の明細書
※領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の作成と添付が必要です。医療費の領収書や、「健
康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」は、自宅で 5 年間保
存する必要があります

寄附先から交付された寄附金の領収書（ふるさと納税ワンストップ特例を適用したものを含む）、証明書
など

▼被災証明書 ▼損害を受けた
資産の時価が分かるもの ▼

災害関連支出の領収書など

地震保険料の控除証明書

国税庁ウェブ
サイト参照

雑損控除

地震保険料控除

住宅借入金等特
別控除（令和７年
中に入居した方）

▼国民年金保険料＝支払証明書 ▼国民健康保険料・介護保
険料・後期高齢者医療保険料＝令和7年中の支払金額の分
かるもの（今年度から「納付済み額のお知らせ」は廃止）

生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料の控
除証明書

次のいずれかの書類 ▼身体障害者手帳 ▼療育手帳 ▼精神
障害者保健福祉手帳 ▼要介護認定を受けている人は「障
害者控除対象者認定書」

医療費
控除

寄附金
控除

社会保険
料控除

生命保険
料控除

障害者
控除

▼還付を受ける方は、振込先の口座番号が分かるも
の（本人名義の口座） ▼国外に居住する親族に係る
扶養控除などの適用を受ける方は、親族関係・送金
関係を証明する書類

▼
控
え
へ
の
押
印
は
無
し
。正
本
の
み
を
提

出

申告はお早めに！
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm
https://logoform.jp/form/en3w/172916
https://line.me/R/ti/p/@994gqzfc
https://www.chat.nta.go.jp/?utm_source=ntahome_chatbot
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/douga.htm
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